
　

テ
ク
ノ
ア
カ
デ
ミ
ー
郡
山
で

は
、
求
職
中
の
方
を
対
象
と
し

て
、
国
家
資
格「
介
護
福
祉
士
」

の
取
得
と
介
護
福
祉
業
界
へ
の

正
社
員
就
職
を
目
指
す
こ
と
を

目
的
と
し
た
２
年
間
の
教
育
訓

練
を
実
施
し
ま
す
。

　

２
０
２
２
年
４
月
に
予
定
さ

れ
て
い
る
成
年
年
齢
の
引
き
下

げ
に
よ
り
、
知
識
や
経
験
の
乏

し
い
18
歳
・
19
歳
の
消
費
者
ト

ラ
ブ
ル
の
増
加
が
懸
念
さ
れ
て

い
ま
す
。

　

そ
こ
で
消
費
者
庁
で
は
、
Ｌ

Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト「
消

費
者
庁　

若
者
ナ
ビ
！
」を
開

設
し
、
消
費
者
ト
ラ
ブ
ル
関
連

の
情
報
発
信
を
行
う
な
ど
、
若

年
者
層
を
中
心
と
し
た
消
費
者

に
積
極
的
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て

い
ま
す
。

　
「
消
費
者
庁　

若
者
ナ
ビ
！
」

へ
の
友
だ
ち
登
録
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
友
だ
ち
登
録
方
法
】

　

お
手
持
ち
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
な
ど
に
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
プ
リ
を

イ
ン
ス
ト
ー
ル
し
た
後
、
次
の

い
ず
れ
か
の
方
法
で「
消
費
者

庁　

若
者
ナ
ビ
！
」を「
友
だ

ち
」に
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。

①
次
の
Ｕ
Ｒ
Ｌ
か
ら
友
だ
ち
登
録

https://page.line.m
e/

837tiyqn?openQ
rM

odal
=true

②
次
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
取

　

り
、
友
だ
ち
登
録

　

詳
し
く
は
消
費
者
庁
ウ
ェ
ブ

サ
イ
ト
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

福
島
地
方
法
務
局
と
福
島
県

土
地
家
屋
調
査
士
会
で
は
、
連

携
し
て
境
界
問
題
の
解
決
を
支

援
し
て
い
ま
す
。

【
筆
界
特
定
制
度
】

　

筆
界
を
明
確
に
す
る
た
め
法

務
局
の
職
員
が
専
門
家
の
意
見

を
踏
ま
え
て
、
申
請
者
な
ど
の

意
見
に
拘
束
さ
れ
ず
、
真
実
の

筆
界
を
特
定
し
ま
す
。

　

た
だ
し
土
地
の
明
け
渡
し
な

ど
の
所
有
権
に
関
す
る
問
題
を

直
接
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

【
土
地
家
屋
調
査
士
会
Ａ
Ｄ
Ｒ
制

度
】　

　

Ａ
Ｄ
Ｒ
と
は
、
裁
判
外
紛
争

解
決
手
続
き
の
こ
と
で
、
土
地

家
屋
調
査
士
お
よ
び
弁
護
士
が

土
地
の
境
界
問
題
に
つ
い
て
相

談
・
調
停
を
行
い
、
柔
軟
に
解

決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

　

た
だ
し
相
手
方
の
応
諾
が
な

い
と
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。

　

制
度
の
詳
細
は
、
法
務
省
の
ウ

ェ
ブ
サ
イ
ト（https://w

w
w
.

m
oj.go.jp/M

IN
JI/m

inji104.
htm
l

）ま
た
は
福
島
県
土
地
家

屋
調
査
士
会
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト

（http://fksim
aty.or.jp/

）を
ご

覧
く
だ
さ
い
。

【
筆
界
特
定
制
度
に
関
す
る
こ
と
】

問
福
島
地
方
法
務
局
不
動
産
登

記
部
門
地
図
整
備
・
筆
界
特

定
室

☎
０
２
４

－

５
３
４

－

２
０
４
８

【
土
地
家
屋
調
査
士
会
Ａ
Ｄ
Ｒ
制

度
に
関
す
る
こ
と
】

問
境
界
紛
争
解
決
支
援
セ
ン
タ
ー

　

ふ
く
し
ま

☎
０
２
４

－

５
３
５

－

３
９
３
７

　

労
働
ト
ラ
ブ
ル
で
困
っ
て
い

ま
せ
ん
か
？
そ
ん
な
と
き
は

「
労
働
委
員
会
」に
相
談
し
ま

し
ょ
う
。

【
労
働
委
員
会
と
は
？
】

　

労
働
委
員
会
は
、
労
働
者
個

人
・
労
働
組
合
と
使
用
者（
会

社
や
団
体
な
ど
の
事
業
主
）と

の
間
の
労
働
ト
ラ
ブ
ル
を
迅
速

に
解
決
す
る
た
め
の
県
の
行
政

機
関
で
す
。

　

公
益
委
員
・
労
働
者
委
員
・

使
用
者
委
員
の
三
者
の
委
員
で

構
成
さ
れ
て
お
り
、
公
正
・
中

立
な
立
場
で
労
働
ト
ラ
ブ
ル
の

解
決
の
お
手
伝
い
を
し
ま
す
。

【
労
働
困
り
ご
と
相
談
窓
口
】

■
相
談
方
法

　

面
談
、
電
話
、
メ
ー
ル
で
の

相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
面
談

　

福
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局

　
（
福
島
市
中
町
８

－

２
自
治

　

会
館
４
階
）

▽
電
話

　

☎
０
２
４

－

５
２
１

－

７
５
９
４

▽
メ
ー
ル

福
島
県
労
働
委
員
会
ウ
ェ

ブ
サ
イ
ト（https://w

w
w
.

pref.fukushim
a.lg.jp/

sec/65015a/rou
d
ou
-

soudan.htm
l

）か
ら
受
け
付

け
■
相
談
受
付
時
間

▽
面
談
お
よ
び
電
話

午
前
８
時
30
分
か
ら
正
午
ま

で
、
午
後
１
時
か
ら
午
後
５

時
ま
で（
土
日
祝
日
、
年
末

年
始
を
除
く
）

▽
メ
ー
ル

　

随
時

■
相
談
員

　

労
働
委
員
会
事
務
局
職
員
が

対
応
し
ま
す
。

ご
案
内

消
費
者
庁
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公

式
ア
カ
ウ
ン
ト「
消
費
者

庁　

若
者
ナ
ビ
！
」を
開

設
し
て
い
ま
す

土
地
の
境
界
問
題
で

お
困
り
の
方
へ

労
働
困
り
ご
と
相
談
窓
口

の
ご
案
内

募
　
集

介
護
福
祉
士
養
成
科
の

訓
練
生
を
募
集
し
ま
す
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